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諮問庁：防衛大臣 

諮問日：令和３年３月１９日（令和３年（行情）諮問第９２号） 

答申日：令和３年５月２０日（令和３年度（行情）答申第４０号） 

事件名：分限処分に関する文書の不開示決定に関する件 

 

 

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論 

「分限処分に関する一切の公文書（訓令，通達，その他一切の公文書）

（原議書及び公印の押印がある公文書が存在する場合は，それらの公文書

を含む。）」（以下「本件対象文書」という。）につき，開示請求に形式

上の不備があるとして不開示とした決定は，妥当である。 

第２ 審査請求人の主張の要旨 

１ 審査請求の趣旨 

行政機関の保有する情報の公開に関する法律（以下「法」という。）３

条の規定に基づく開示請求に対し，平成３１年１月２８日付け防官文第１

０６２号により防衛大臣（以下「処分庁」又は「諮問庁」という。）が行

った不開示決定（以下「原処分」という。）について，取消しを求める。 

２ 審査請求の理由 

審査請求人が主張する審査請求の理由は，審査請求書の記載によると，

おおむね以下のとおりである。 

不開示とした理由として，原処分に「請求内容に形式上の不備が認めら

れたため，補正を求めましたが，当該補正に応じなかったことから形式不

備により不開示としました。」とあるが，具体的にどのような請求内容に

形式上の不備が認められたのか明らかとなっていない。 

第３ 諮問庁の説明の要旨 

１ 経緯 

本件開示請求は，本件対象文書の開示を求めるものであるが，行政文書

開示請求書の記載では行政文書の特定が困難であったことから，審査請求

人に対し，行政文書を特定するに足りる事項の記載を求めたところ，審査

請求人がこれに応じなかったため，法９条２項の規定に基づき，平成３１

年１月２８日付け防官文第１０６２号により，形式不備による不開示決定

処分（原処分）を行った。 

本件審査請求は，原処分に対して提起されたものである。 

なお，本件審査請求について，審査請求が提起されてから情報公開・個

人情報保護審査会への諮問を行うまでに約１年１１か月を要しているが，

その間多数の開示請求に加え，開示請求の件数を大幅に上回る大量の審査
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請求が提起され，それらにも対応しており，諮問を行うまでに長期間を要

したものである。 

２ 本件開示請求に対する補正について 

本件開示請求は，行政文書開示請求書に記載された情報だけでは対象文

書の特定が困難であったことから，請求内容の「一切の公文書」とは，具

体的にどのような行政文書を想定しているのか，対象文書を特定するに足

りる事項の提供を求めて，平成３０年１１月２７日付けで補正を求めたと

ころ，同年１２月２日付けで「ア 次の事項を具体的に私宛ての公印のあ

る公文書で明示せよ。 （ア）開示請求書に形式上の不備があると認めた

のか否か ａ 不備があると認めた場合は，その正当な理由及び不備であ

ると認めた箇所全て （イ）行政文書等を特定することができるのか否か 

ａ 特定することができない場合は，その正当な理由 （ウ）補正を求め

ているのか否か ａ 求めている場合は，その正当な理由，法的根拠及び

補正の参考となる情報 イ 「一切の公文書」について，分限処分の実施

に関する公文書など」との回答があったため，同月１７日付けで，訓令等

の最新のものということで良いのか，再度，補正を求めたところ，同月２

６日付けで「（１）次の事項を具体的に私宛ての公印のある公文書で明示

せよ。 ア 開示請求書に形式上の不備があると認めたのか否か （ア）

不備があると認めた場合は，その正当な理由及び不備であると認めた箇所

全て イ 行政文書等を特定することができるのか否か （ア）特定する

ことができない場合は，その正当な理由 ウ 補正を求めているのか否か 

（ア）求めている場合は，その正当な理由，法的根拠及び補正の参考とな

る情報 （３）開示請求に対する一切の公文書を開示せよ。」との回答が

あったため，平成３１年１月９日付けで，このままでは，参考となる情報

の教示もできないため，「一切の公文書」とは具体的にどのような行政文

書を想定しているのか，再々度，補正を求めたところ，同月２３日付けで

「（１）貴殿方からの３１．１．９付け書面について，補正を求めている

のか否か明らかとなっていない。 ア 補正を求めているのか否か具体的

に私宛ての公印のある公文書で明示せよ。 イ 補正を求めている場合は，

その正当な理由及び補正の参考となる情報を具体的に私宛ての公印のある

公文書で明示せよ。 （２）貴殿方からの３１．１．９付け書面について，

行政指導の法的根拠が明らかとなっていない。行政指導の法的根拠を具体

的に私宛ての公印のある公文書で明示せよ（法的根拠がない場合は，補正

等は行わない。）。 （３）開示請求書に形式上の不備があると認めたの

か否か明らかとなっていない。 ア 開示請求書に形式上の不備があると

認めたのか否か具体的に私宛ての公印のある公文書で明示せよ。（形式上

の不備がない場合は，補正等は行わない。） イ 形式上の不備があると

認めた場合は，その正当な理由及び不備であると認めた箇所全てを具体的
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に私宛ての公印のある公文書で明示せよ。 （５）「Ｂ１４７４の一切の

公文書」について，分限に関する公文書など （７）開示請求に対する一

切の公文書を開示せよ。」との回答があったが，対象文書を特定するに足

りる事項の提供がなく，参考となる情報の教示もできないことから，形式

不備により原処分を行った。 

３ 審査請求人の主張について 

審査請求人は，「具体的にどのような請求内容に形式上の不備が認めら

れたのか明らかとなっていない。」として，原処分を取消し，開示請求し

た行政文書の開示を求めるが，上記２のとおり，対象文書を特定するに足

りる事項の提供を求めたところ，審査請求人がこれに応じなかったことか

ら，形式不備により不開示としたものである。 

よって，審査請求人の主張には理由がなく，原処分を維持することが妥

当である。 

第４ 調査審議の経過 

当審査会は，本件諮問事件について，以下のとおり，調査審議を行った。 

   ① 令和３年３月１９日  諮問の受理 

   ② 同日         諮問庁から理由説明書を収受 

   ③ 同年４月２２日    審議 

   ④ 同年５月１３日    審議 

第５ 審査会の判断の理由 

１ 本件開示請求について 

本件開示請求は，本件対象文書の開示を求めるものであり，処分庁は，

本件開示請求に係る行政文書開示請求書の記載では行政文書の特定が困難

であったことから，審査請求人に対し行政文書を特定するに足りる事項の

記載を求めたが，審査請求人がこれに応じなかったため，開示請求に係る

行政文書の特定不十分という形式上の不備があることを理由に原処分を行

った。 

これに対し，審査請求人は原処分の取消しを求め，諮問庁は原処分を維

持することが妥当であるとしていることから，以下，原処分の妥当性につ

いて検討する。 

２ 原処分の妥当性について 

（１）諮問庁は，原処分の妥当性について上記第３の２のとおり説明する。 

（２）対象文書の特定について 

ア 開示請求書に記載を求められる「行政文書を特定するに足りる事

項」（法４条１項２号）は，行政機関の職員が，当該記載から開示請

求者が求める行政文書を他の行政文書と識別できる程度の記載を要す

るものと解される。 

イ 本件開示請求書の「請求する行政文書の名称等」欄には本件対象文
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書のとおり記載されており，当該文言だけでは，分限処分に関するど

のような文書の開示を求めているのか不明であり，法４条１項２号に

規定する行政文書の名称その他の開示請求に係る行政文書を特定する

に足りる事項が記載されているとは認められないから，本件開示請求

には請求の対象となる文書の不特定という形式上の不備があると認め

られる。 

（３）求補正の手続について 

当審査会において，諮問書に添付された補正に係る各文書を確認した

ところ，その内容は上記第３の２の諮問庁の説明のとおりと認められ，

その手続は，法４条２項の規定の趣旨に照らしても不適切な点は認めら

れない。 

（４）したがって，本件開示請求には形式上の不備があると認められ，処分

庁による求補正によっても当該不備は補正されず，開示請求の対象とな

る文書を特定することができなかったことから，処分庁が本件開示請求

に形式上の不備があることを理由に原処分を行ったことは妥当である。 

３ その他 

審査請求人は，審査請求書（上記第２の２）において原処分における理

由の提示に不備がある旨主張しているようにも解されるので，念のため検

討する。 

当審査会において本件不開示決定通知書を確認すると，不開示とした理

由について「請求内容に形式上の不備が認められたため，補正を求めまし

たが，当該補正に応じなかったことから形式不備により不開示としまし

た。」と記載されているところ，本件における求補正の手続には上記２

（３）のとおり不適切な点は認められず，審査請求人において形式上の不

備の内容は了知できるものと認められ，審査請求人の主張は採用できない。 

４ 付言 

本件は，審査請求から諮問まで約１年１１か月が経過しており，「簡易

迅速な手続」による処理とはいい難く，審査請求の趣旨及び理由に照らし

ても，諮問を行うまでに長期間を要するものとは考え難い。諮問庁におい

ては，今後，開示決定等に対する不服申立事件における処理に当たって，

迅速かつ的確な対応が望まれる。 

５ 本件不開示決定の妥当性について 

以上のことから，本件対象文書につき，開示請求に形式上の不備がある

として不開示とした決定については，開示請求に行政文書の不特定という

形式上の不備があると認められるので，不開示としたことは妥当であると

判断した。 

（第４部会） 

  委員 小林昭彦，委員 塩入みほも，委員 常岡孝好 


